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衆
議
院
議
員
高
市
早
苗
君
提
出
法
務
省
要
求
予
算
の
う
ち
、
事
業
仕
分
け
対
象
と
な
っ
た
事
業
に
関
す
る
質
問
に
対
す

る
答
弁
書

一
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

「
事
業
仕
分
け
の
対
象
と
な
る
事
業
・
組
織
等
（
案
）
」
（
平
成
二
十
一
年
十
一
月
九
日
行
政
刷
新
会
議
資
料
）
に
お
い

て
示
さ
れ
て
い
る
、
事
業
仕
分
け
の
対
象
と
な
っ
た
法
務
省
が
所
管
す
る
事
業
・
組
織
等
（
以
下
「
対
象
事
業
等
」
と
い
う
。

）
に
係
る
評
価
結
果
、
主
な
理
由
、
コ
メ
ン
ト
等
に
つ
い
て
は
、
「
行
政
刷
新
会
議
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
事
業
仕
分
け
の

評
価
結
果
」
（
平
成
二
十
一
年
十
一
月
三
十
日
行
政
刷
新
会
議
資
料
）
等
に
示
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

一
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

「
事
業
仕
分
け
作
業
の
進
め
方
」
（
平
成
二
十
一
年
十
一
月
九
日
行
政
刷
新
会
議
資
料
）
に
示
し
た
と
お
り
、
対
象
事
業

等
を
担
当
す
る
局
長
等
が
、
対
象
事
業
等
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
作
成
し
た
「
事
業
シ
ー
ト
」
に
基
づ
き
、
当
該
事
業
の
要
点

の
説
明
や
補
足
説
明
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
に
法
務
省
の
副
大
臣
又
は
大
臣
政
務
官
が
評
価
者
と
し
て
出
席
し
た
項
目
名
は
、
次
の
と
お
り
で

一



あ
る
。
な
お
、
対
象
事
業
等
を
担
当
す
る
副
大
臣
又
は
大
臣
政
務
官
は
、
事
業
仕
分
け
の
評
決
に
は
参
加
し
な
い
こ
と
と
な

っ
て
い
た
。

中
村
法
務
大
臣
政
務
官

「
裁
判
員
制
度
の
啓
発
推
進
」
及
び
「
登
記
事
項
証
明
書
の
交
付
事
務
等
の
包
括
的
民
間
委
託

の
実
施
」

一
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
議
事
概
要
を
現
在
作
成
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
現
時
点
で
は
評
価

者
等
の
正
確
な
発
言
内
容
を
確
認
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

一
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

平
成
二
十
二
年
度
予
算
の
概
算
要
求
に
つ
い
て
は
、
法
務
省
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
の
必
要
性
、
緊
要
性
等
を
精

査
し
、
必
要
と
考
え
る
規
模
の
概
算
要
求
額
を
盛
り
込
ん
だ
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

事
業
仕
分
け
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
一
年
十
二
月
一
日
の
閣
僚
懇
談
会
に
お
い
て
、
鳩
山
内
閣
総
理
大
臣
か
ら
「
こ
の

結
果
を
具
体
的
な
成
果
に
結
び
付
け
て
い
く
の
は
、
内
閣
の
責
任
。
平
成
二
十
二
年
度
予
算
編
成
に
当
た
っ
て
、
事
業
仕
分

二



け
の
評
価
結
果
を
踏
ま
え
大
胆
な
歳
出
見
直
し
を
行
う
。
そ
の
一
方
、
殊
に
政
治
的
判
断
を
要
す
る
事
業
に
つ
い
て
は
、
予

算
編
成
の
過
程
に
お
い
て
、
必
要
な
結
論
を
得
る
も
の
と
す
る
。
」
旨
の
発
言
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
れ
に
沿
っ
て

予
算
編
成
を
行
う
こ
と
と
な
る
が
、
現
在
予
算
編
成
作
業
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
詳
細
に
お
答

え
を
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
平
成
二
十
二
年
度
予
算
の
概
算
要
求
に
つ
い
て
は
、
法
務
省
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
の
必
要
性
、

緊
要
性
等
を
精
査
し
、
行
っ
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。

三


